
産振第７２号 

 

令和８年度生成AIアドバンスト事業に係る企画提案を求める公告 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定による随意契約の方法

により契約を締結するため、業務を希望する者からの企画提案を求める。 

 

令和８年５月１８日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太 

 

 委託業務の内容 

別添「令和８年度生成AIアドバンスト事業 業務仕様書」のとおり。 

 

 委託業務の契約期間 

委託契約期間は契約締結の日から令和９年３月12日（金）までとする。 

 

 委託契約の上限金額 

本業務の委託金額の上限は１５，４００，０００円（消費税額及び地方消費税額を含

む。）とする。 

 

 企画提案に参加できる者の資格 

次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でないこ

と。 

 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成19年岡山県告示第332号）

に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

 岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 

 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でない

こと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと。 

 過去２年間（令和６年度、７年度）において、生成AI（生成AI活用、AI環境構築、

RAG構築等）に関する支援実績が３件以上あること。 

 

 委託契約に関する事務を担当する課の名称 

岡山県産業労働部産業振興課 イノベーション推進班 

〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下二丁目４番６号 

電話：０８６－２２６－７３８０ 

メールアドレス：<innovation@pref.okayama.lg.jp> 

 

 契約条項を示す場所 

上記５の場所とする。 



 企画提案参加手続等 

 企画提案に係る提出書類の一覧 

・参加表明書（様式第１号） 

・提案書 

・定款の写し 

・直前１事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は 

これらに類する書類 

 提出期限・提出方法等 

ア 提出期限 

令和８年６月９日（火）午後４時まで（必着） 

イ 提出方法 

電子メールによる送付とする。（メールヘッダーにおける県メールサーバの受

信時刻を提出の日時とするため、余裕をもって送付すること。） 

ウ 提出先メールアドレス 

上記５に記載のメールアドレスとする。<innovation@pref.okayama.lg.jp> 

 参加表明書の作成様式、記載上の留意事項 

ア 参加表明書の作成様式 

様式第１号「参加表明書」のとおりである。 

イ 参加表明書の作成に関する留意事項 

 提出する様式の文字サイズは10.5ポイント以上とすること。 

 様式に記載している注記に留意すること。 

 提案書の記載項目、記載上の留意事項 

ア 提案書の記載項目 

提案書作成要領に基づき、任意様式で作成し、PDFで提出すること。 

イ 重点項目 

提案書の作成においては、主に以下の点について提案を求める。 

詳細は提案書作成要領を確認すること。 

 本事業の課題に対する独自の分析と基本方針 

 ワークショップの企画・運営内容 

 技術的アプローチおよび学習・実装環境の提供 

 受講者のスキル習得状況の評価手法 

ウ 提案書の作成に関する留意事項 

提案書の各ページのヘッダー部分等に、提案書記載項目の1～10の大項目のう

ち、当該ページがどの項目に該当するかが分かるよう明記すること。 

 業務内容についての質問の受付及び回答 

ア 質問の受付・方法 

この契約の委託業務仕様書等に関する質問は、委託業務仕様書等に対する質

問・回答書（様式第２号）で、令和８年５月27日（水）午後４時までの間、メー

ルにより行うこと。 

イ 提出先メールアドレス 

上記５に記載のメールアドレスとする。<innovation@pref.okayama.lg.jp> 

ウ 回答方法 

令和８年６月２ 日（火）午後５時15分までに、回答を記載した「委託業務仕様

書等に対する質問・回答書」を個別に電子メール等で送付するとともに、岡山県



産業振興課のホームページに質問・回答を掲載する。 

掲載先ホームページアドレス 

<https://www.pref.okayama.jp/page/1028419.html> 

 参加業者の資格要件の確認 

ア 資格要件の確認方法 

上記４に示す参加業者の資格要件について、参加表明書の書類により、参加者

として資格要件を満たすかどうかを確認する。 

イ 資格要件を満たす旨の通知 

上記の確認結果により、参加者として資格要件を満たすことを確認した者に対

して、提案書の評価を行うことを通知する。 

ウ 資格要件未確認の通知 

上記の確認結果により、参加者として資格要件を満たすことが確認されなかっ

た者に対して、資格要件を満たさない旨及びその要件（以下「未確認要件」とい

う。）を書面により通知する。また、この者については、提案書の評価を行わな

い。 

 委託候補者の選定に関する事項 

 選定の方法 

岡山県生成AIアドバンスト事業に係る公募型プロポーザル選定委員会（以下「選定

委員会」という。）において、参加業者によるプレゼンテーションを実施の上、別に

定める審査評価基準に基づき提案書の審査を行い、最も評価の高い者を委託候補者と

して選定する。ただし、提出された見積書の見積金額（消費税額及び地方消費税額を

含む。）が上記３に示す委託契約の上限金額を超える場合は、参加資格がない者とし

て扱い、審査の対象としない。 

 委員会・プレゼンテーションの日時等 

ア 日時 

令和８年６月30日（火）（予定） 

※参加業者が多数の場合は、令和８年７月２日（木）を予備日とする。 

うち各社40分を割り当てる 

イ 実施方法 

Ｗｅｂ会議システム（Ｚｏｏｍ）にて行う。 

プレゼンテーションの詳細については、応募のあった者で上記４の参加業者の資格

要件を満たすと認められる者に対して、通知する。 

 プレゼンテーションの資料 

プレゼンテーションで使用する資料は上記７（１）で示す提案書とする。 

ただし、提出したPDFから内容に変更がない場合に限り、説明者は自身の環境におい

て、当該PDFの原本となるpptxファイル等を用いてプレゼンテーションに参加しても差

し支えないものとする。 

 プレゼンテーション時間の内訳 

プレゼンテーションは、持ち時間40分の中で、提案書の説明と委員からの質問への

対応時間を自由に配分してよい。ただし、両項目とも最低10分間は確保することとす

る。また、質問時間について、質問がない場合には、予定より早く終了することもあ

り得る。 

 出席者の指定 

プレゼンテーションには、実際に本ワークショップの講師またはプロジェクトマ

ネージャーとして従事する予定の責任者を必ず1名以上同席させること。 



 選定結果の通知 

上記（２）により選定した委託候補者に対して、委託候補者に選定した旨を書面に

より通知する。また、非選定者について、選定されなかった旨を書面により通知す

る。 

 

 その他 

 契約の締結 

ア 選定された委託候補者と随意契約により本業務の委託契約の締結手続を行う。

なお、契約の締結にあたっては業務委託契約書を作成する。 

イ 契約保証金は、岡山県財務規則（昭和61年３月20日規則第８号）第153条、第

154条及び第155条の規定による。 

ウ 契約締結予定者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約

書（様式第３号）を提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないと

きは、契約締結を拒んだものとみなす。 

 その他の留意事項 

ア 提案書の提出者が、委託候補者が選定される日までに上記４に示す参加業者の

資格要件を満たさなくなった場合は、その者の参加及び提案は無効（失格）とす

る。 

イ 提出後における参加表明書及び提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

ウ 参加表明書、提案書の作成及び提出に要する全ての費用は、参加（希望）業者

の負担とする。 

エ 提出された書類（電子データ含む）は返却しない。 

オ 提案書等に記載された個人情報は、委託候補者の選定、審査その他の手続を実

施する目的以外に、参加者に無断で使用することはない。 

カ 提案書に記載した配置予定人員は、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合を

除き、変更できないものとする。やむを得ず変更する場合は、前任者と同等の経

験を有する者を配置し、理由を記した変更届を提出すること。 

キ 業務の実施にあたっては、行政の補助として下記の事項を厳守すること。 

 公平中立に実施するとともに、関係法令を遵守すること。 

 業務上知り得た情報に対しては、契約期間内及び業務完了後においても機

密を保持すること。 

ク 本公告において、書面による通知は、電子メールによる通知を含むものとする。 


